
旦過地区土地区画整理事業 

旦過地区土地区画整理審議会が設立されました 

 選挙で選出された委員（６名） 

 市⾧が選任する学識経験を有する委員（２名） 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

市が委託した専門の補償調査会社
が、順次、調査を行います。調査
は建物内に入って行いますので、
ご協力をよろしくお願いします。 

 

意向調査などを反映して、換地計画案を作成します。 

２週間の縦覧後、土地区画整理審議会の意見を聴いて 
換地計画を決定し、関係権利者に通知します。 

補償対象者毎に補償額を説明し、
補償について合意すると市と補償
対象者との間で、補償契約を締結
します。 

仮移転や建物等の撤去を行ってい
ただきます。（一部、市が解体工
事を行います） 

市が施設整備工事（立体建築物、道路等）を行います。 

工事が完了した後、市が使用収益開始日（利用開始日）
をお知らせします。 

換地処分に伴う土地･建物の登記を行います。 

換地計画（清算金明細書）で定め 
られた清算金の徴収･交付を行い
ます。  


